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令和３年 多賀町議会１２月第４回定例会会議録 

 

令和３年１２月３日（金） 午前９時２７分開会 

 

◎出席議員（１２名） 

  １番  神細工 宗 宏 君        ７番  富 永   勉 君 

  ２番  清 水 登久子 君        ８番  大 橋 富 造 君 

  ３番  近 藤   勇 君        ９番  川 添 武 史 君 

  ４番  木 下 茂 樹 君       １０番  山 口 久 男 君 

  ５番  松 居   亘 君       １１番  川 岸 真 喜 君 

  ６番  菅 森 照 雄 君       １２番  竹 内   薫 君 

 

◎欠席議員（０名） 

  な   し 

 

◎説明のために出席した者の職氏名 

  町 長 久 保 久 良 君    福祉保健課長 林   優 子 君 

  副 町 長 小 菅 俊 二 君    産業環境課長 飯 尾 俊 一 君 

  教 育 長 山 中 健 一 君    地域整備課長 藤 本 一 之 君 

  会 計 管 理 者 奥 川 明 子 君    学校教育課長 吉 田   克 君 

  企 画 課 長 野 村   博 君    教育総務課長 本 多 正 浩 君 

  総 務 課 長 石 田 年 幸 君    生涯学習課長 大 岡 まゆみ 君 

  税務住民課長 岡 田 伊久人 君    監 査 委 員 寺 西 久 和 君 

 

◎議会事務局 

  事 務 局 長 夏 原 伸 幸      書    記 村 田 朋 子 

                                        

◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定（１２月３日～２１日 １９日間） 

 日程第３  諸般の報告 

 日程第４  行政報告 

 日程第５  総務常任委員長報告 

 日程第６  産業建設常任委員長報告 

 日程第７  同意第７２号  多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意

を求めることについて 
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 日程第８  同意第７３号  多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意

を求めることについて 

 日程第９  議案第７４号  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例に

ついて 

 日程第10  議案第７５号  多賀町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程第11  議案第７６号  多賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程第12  議案第７７号  令和３年度多賀町一般会計補正予算（第６号）につい

て 

 日程第13  議案第７８号  令和３年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

 日程第14  議案第７９号  令和３年度多賀町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）について 

 日程第15  請願第 ３号  コロナ禍による米価下落の対策を求める請願 

 日程第16  請願第 ４号  多賀６３４番地旧遠藤邸の跡地利用に関する請願書 

 日程第17  陳情第 ２号  超高齢社会にチャレンジするシルバー人材センターの

決意と支援の要望 
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（開会 午前 ９時２７分） 

○議長（竹内薫君） ただ今から、令和３年１２月第４回多賀町議会定例会を開会いたし

ます。 

                                        

○議長（竹内薫君） 本定例会に町長より提出されました案件は、同意案２件、議案６件

であります。また、議会より提出しました案件は、請願２件、陳情１件であります。 

 なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、ご審議を賜りますようよろし

くお願いいたします。 

                                        

（開議 午前 ９時２７分） 

○議長（竹内薫君） ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、 

    ７番  富 永   勉 議員    ８番  大 橋 富 造 議員 

を指名いたします。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、去る１１月２９日開催の議会運営委員会において、

本日１２月３日から２１日までの１９日間に決定していただいておりますので、そのよ

うにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から２１日までの１９日間に決定しました。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第３ 「諸般の報告」を行います。 

 次の５点について報告をいたします。 

 第１、９月２８日の本会議において可決いたしました所得税法第５６条の廃止の意見

書およびコロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書につ

いては、国および関係行政庁へ提出いたしました。 

 第２、請願については、お手元に配布しております請願文書表のとおり、請願２件を

受理しました。 

 第３、陳情については、お手元に配布しております陳情文書表のとおり、陳情２件を

受理しました。 

 第４、９月、１０月、１１月に実施されました出納検査、定期監査の結果については、
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お手元に配布しておりますとおり報告がありました。 

 第５、議員派遣については、お手元に配布しております報告書のとおり、議員派遣を

行いました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第４ 「行政報告」を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 本日、令和３年１２月第４回多賀町議会定例会を招集させていた

だきましたところ、議員の皆様には何かとご多用の中、ご出席賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、昨日、多賀町職員による官製談合等事件の初公判が開かれ、職員は起訴内容を

認め、懲役１年６か月の求刑がなされました。法を遵守すべき公務員としてあるまじき

ことで、誠に遺憾であり、心よりおわびを申し上げますとともに、改めて皆様への信頼

回復に努めてまいる所存でございます。誠に申し訳ありませんでした。 

 今年も早いもので、年の瀬を迎える頃となりました。この１年を振り返りますと、今

年もコロナに翻弄された１年ではなかったかと思います。夏には感染者が爆発的に増え、

医療逼迫により緊急事態宣言が発令をされました新型コロナウイルス感染症も、多賀町

におきましては、今年の９月１５日の新規感染者３０人目を最後に、新たな感染者はな

く、全国的にも小康状態になっております。この状態がいつまで続くのか、予断を許す

ことができませんが、令和４年に向け、感染対策をしっかりと取りながら、人と人との

交流、地域経済の活性化など、日常を取り戻す努力を町民の皆様とともに進めてまいり

たいと考えております。 

 これから年末年始にかけ、会食の機会も多くなると思います。町民の皆様には、大切

な会食の機会であると思いますので、しっかりと感染対策を取っていただく中で、でき

る限り地元の飲食店のご利用も併せてお願いをするところでございます。 

 さて、本定例会に提出をいたしました議案は、同意案件２件、条例案件３件、令和３

年度一般会計および特別会計補正予算案３件、合わせて８件でございます。いずれも重

要な議案でございますので、慎重な審議を賜り、適切なご決議を頂きますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 それでは、これまでに行ってまいりました主な事業の内容と進捗状況などを報告させ

ていただきたいと思います。 

 企画課所管では、（仮称）結いの森公園整備におきましては、どのような公園にして

いくのか、必要とされる公園とは何か、公園に必要な施設は何かなど、計画を進めるに

当たりまして、多くの方の意見をお伺いしました。公園の利用が想定される団体、結い
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の森を利用されている皆様、子育てサークルの皆様、一般の方も含めまして１１１名、

１団体の方々にアンケートへのご協力をお願いし、貴重なご意見を頂戴しております。

アンケートの結果では、行政からたたき台としてお示しをいたしました素案に対しまし

て、公園の規模、自然を感じられる位置、公民館との連携など、８割の方々から期待す

るご回答を頂いております。そのほか、ほかの公園との差別化や大人の健康づくりにも

使えるような施設を求める声が出ております。 

 今回頂戴をいたしましたご意見は、必要性を再確認しながら、年明けよりスタートし

ます具体的な計画策定作業に反映してまいります。途中、パブリックコメントを行うな

ど、広く多くの方々のご意見を伺いながら、公園整備計画を進めてまいります。公園の

完成にはまだしばらく時間がかかりますが、完成後には、子どもたちの歓喜の声が響き

渡り、老若男女、多くの皆様が集い、喜んでいただける、わくわくするような取組にな

るよう進めてまいりたいと考えております。 

 既に計画地の地権者の方々に事業の説明をさせていただき、用地のご協力について内

諾を頂いております。多賀町の子どもたちのために大切な土地を提供していただけるこ

とに、大変感謝を申し上げるところでございます。ありがとうございます。 

 また、福祉保健課所管では、満１２歳以上の対象者に実施しておりました新型コロナ

ワクチンの接種につきまして、集団接種を９月２８日に一旦終了しました。その後、体

調不良や何らかの理由で接種を受けられなかった方全員を対象に、１０月から１１月に

かけて追加で４回の接種機会を設け、集団接種を実施しました。ふれあいの郷での集団

接種をはじめ、医療従事者の接種や職場における職域接種および滋賀県広域ワクチン接

種センター等での接種も全て含め、１１月末現在で、１２歳以上で２回ワクチンを接種

した方は６,０３６人、全対象者の接種率は９０.３％となっております。 

 今後、満１２歳を迎える児童および未接種の対象者につきましては、さらに令和４年

２月までに接種の機会を設け、ふれあいの郷でワクチン接種を実施していく予定であり

ます。なお、満１２歳を迎える児童につきましては、３月までの期間、豊郷病院での個

別接種も実施をし、接種しやすい環境づくりに努めてまいります。 

 今後、報道されていますように、２回目接種から概ね８か月以上経過した方を対象に、

３回目の追加接種が必要となります。現在、対象者への接種券の発送や事故なく安全に

接種ができるよう医療従事者の確保等、追加接種に向けての準備を進めてまいります。  

 これからの季節、新型コロナウイルス感染症とよく似た症状であるインフルエンザの

流行も心配されます。健康管理に十分努めていただきますよう、よろしくお願いをいた

します。 

 なお、新型コロナウイルスの感染拡大により延期をしておりました総合健診や特定健

診につきましては、新たに健診日を設け、対象者の皆様にご案内をさせていただき、健

診を実施中であります。今後も受診勧奨に努めますとともに、健診結果の状況により、

結果説明会も個別で対応し、生活習慣の改善が必要な方々の支援に取り組んでまいりま
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す。 

 農業関係では、専門家にご指導を頂きながら進めております多賀産米のブランド化推

進の取組の１つとして、コンクールに出品をされました第２３回米・食味分析鑑定コン

クール国際大会の都道府県代表お米選手権部門で、多賀町特産物振興連絡協議会の川添

利雄さんのお米が特別優秀賞を受賞されました。この賞は、コンクール応募総数５,１

４１検体のうち４３検体、各都道府県から１点しか選出をされない栄誉あるものでござ

います。日頃の地道な作業に加え、品質向上への熱意とご努力に敬意を表するところで

ございます。 

 年明けの１月からは、このブランド化推進米「にこまる」を学校給食に取り入れ、多

賀のお米のおいしさとブランド化への取組を地元の子どもたち、さらにはその保護者の

方々にも伝える計画を進めております。今後さらにＰＲに取り組んでいくとともに、知

名度向上による付加価値を高め、多賀産米のブランド化につなげられるよう努めてまい

ります。 

 地域整備課所管では、（仮称）多賀スマートインターチェンジ関連事業におきまして、

上り線側では、１２月中旬に地権者の皆様に標準地単価をご提示させていただくことに

なりました。来年度からの工事着手に向け、全ての地権者の皆様、耕作者の皆様、役員

の方々にご理解、ご協力を頂けるよう丁寧に進めてまいります。下り線側では、今年４

月より着工しました工事の進捗が５０％を超え、令和４年度は施設整備や案内標識など

に着手する予定となっております。また、周辺道路につきましても、町道四ツ屋胡宮線

の整備ならびに国道３０７号取付け交差点の整備をスマートインターチェンジの進捗に

合わせて進めてまいります。 

 いよいよ多賀町でもスマートインターチェンジが現実のものとなってまいりました。

この施設は、町民の皆様の暮らしや企業活動、観光誘致など、あらゆる方面に寄与する

ものと確信をしております。一日も早い供用開始を目指してまいります。 

 教育委員会所管の教育総務課、学校教育課所管におきましては、コロナ禍であっても、

各校・園での教育活動や園活動が滞ることがないよう、コロナ対策を徹底しながら授業

や活動を実施しているところであります。大きな行事であります運動会や校外での学習

につきましても、内容の見直しや規模の縮小等、それぞれの校、園が工夫をしながら実

施してまいりました。 

 特に小学校の修学旅行では、コロナ禍以前は奈良方面に行っておりましたが、目的地

を県内に変更し、自分たちの住んでいる滋賀県について考える機会といたしました。大

滝小では、琵琶湖に浮かぶ沖島を訪れ、現地の学校と交流したり、多賀小では、高島で

扇子の絵つけ体験など伝統文化に触れる機会を設けるなど、県内だからこそできる有意

義な活動に取り組むことができました。今後も感染症対策を行いながら、教育活動等の

充実に努めてまいります。 

 生涯学習課所管では、これからの多賀町のより良い生涯学習活動を目指し、社会教育
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委員の皆様とともに、第２次生涯学習推進計画の策定を進めております。１１月２３日

には、多賀町社会教育委員長の和歌山大学教授、村田和子先生が代表を務めておられま

す社会教育推進全国協議会関西ネットワークと多賀町の共催により、「第１８回社会教

育フォーラムｉｎ多賀～親しみやすい、みんなの公民館にするために～」というテーマ

で、中央公民館多賀結いの森でこのフォーラムを開催いたしました。多賀町からは、社

会教育委員をはじめ、社会教育関係者や生涯スポーツ関係者など６２名の方にご参加い

ただき、京都大学名誉教授、上杉氏による公民館の在り方についての講演、また京都府

立大学准教授、田所氏からは多賀町の取組に関するコメントを頂いた後、グループに分

かれて公民館に関するワークショップを行いました。 

 今回のフォーラムは、住民と行政が共に公民館の在り方を考える良い機会となりまし

た。公民館が生涯学習の拠点として、多賀町の多くの皆様に愛される施設として成長し

ていけるよう、引き続き努力をしてまいります。 

 生涯スポーツでは、１１月２０日に犬上郡スポーツ協会主催の犬上ふるさとウォーク

が多賀町を会場にして行われ、天候に恵まれた秋晴れの中、犬上郡内の８８名の方々が

参加されました。今回のウォーキングコースは、多賀町中央公民館「多賀結いの森」を

起点に久徳、一円、八重練、大岡を通り、あけぼのパーク多賀から結いの森に戻るコー

スで、紅葉に染まり始めた自然豊かな多賀らしい風景を楽しみ、感じながら歩いていた

だくことができました。 

 歩くことは最も基本的な運動の１つであります。参加者の方だけでなく、多くの皆さ

んがこのような機会を捉えていただき、健康づくりのきっかけにしていただきたいと考

えております。 

 また、１１月末の休日の４日間、胡宮神社ではライトアップが行われ、幻想的な雰囲

気の中で赤く染まった紅葉の美しさに多くの来場者が感嘆の声を上げておられました。

特に胡宮神社の社務所内で同時に開催しました、よびし市では町内の食と暮らしに関わ

る方々に出品、出店をしていただき、多賀町らしいおもてなしで多くの来場者に喜んで

いただいたのではないかなと思っております。 

 多賀町の暮らしの中には、まだまだ多くの財産、宝が手つかずの状態で残っておりま

す。それらを少しでも紹介する場をつくり出し、多賀町の良さをアピールしてまいりた

いと考えております。 

 コロナが小康状態となり、まさに食欲の秋、文化の秋、スポーツの秋にふさわしく、

多賀町らしい生涯学習活動が進められていると感じております。まだまだ感染症対策に

は油断は禁物でありますが、少しずつ人と人との交流が進められ、多くの方々がつなが

りを持てる活動ができることを期待しております。今後もまちづくりの核となる人づく

りを推進し、第６次総合計画で示す将来像、輝く人、自然、歴史・文化で織りなす多賀

の未来の実現に向け、町行政一丸となって、住民の皆様と協力の下に取り組んでまいり

ます。 
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 以上、１２月定例会の開会に当たり、行政の近況についてご報告を申し上げました。 

 なお、本日提案をさせていただきます議案につきましては、時間の関係上、説明を割

愛させていただきますが、提案の都度説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹内薫君） これで行政報告を終わります。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第５ 「総務常任委員長報告」を行います。 

 閉会中における継続調査の結果について、報告を求めます。 

 ５番、松居亘総務常任委員長。 

〔総務常任委員長 松居亘君 登壇〕 

○総務常任委員長（松居亘君） 閉会中における総務常任委員会の調査結果を、会議規則

第７７条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 １１月８日午前９時より、委員全員と、執行者側より町長、副町長、総務課長、担当

職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

 今回の調査では、総務課所管の事務調査として町有財産、起債の現状、基金、財産区

の運営、防災無線についての説明を求め、質疑応答を行いました。 

 最初に、町有財産について説明、質疑を行いました。 

 杉山係長から説明がありました。公有財産には行政財産と普通財産がある。令和３年

３月末の財産の状況は、行政財産では、土地として本庁舎、消防施設、学校、公園等で

４０万１,０００㎡、建物として、同じく本庁舎等で延べ床面積が５万８００㎡となっ

ている。普通財産では、土地として宅地、山林等で１８万３,９００㎡、建物で８４０

㎡となっていると説明がありました。 

 質疑応答に入りました。 

 委員から、勤労者体育センターの裏側の土地は、いつ、どれぐらいで購入されたのか。

今後の土地利用計画があるのかとの質疑に対し、平成８年１２月に購入している。面積

は２,２０５㎡、取得価格は５,２９４万２,０００円です。８号線バイパスのルートに

よっては、交通の要所になってくる可能性がある。周辺の道路形態がどういうふうにな

っていくのかを見極めながら、青写真を今後描いていかなければならないと思っている

と答弁がありました。 

 また、委員から、高宮池の払下げを町は受けているが、財産の扱いはとの質疑に対し、

公共用財産の農林業施設として管理していると答弁がありました。 

 また、委員から、高宮池の活用はとの質疑に対し、まだ一部の方が水田の農業用水と

して活用されている。調整池の役割も持っている。下流部は相当軟弱であり、それの対

策も非常に難しい。何か利活用を考えていかなければならないと考えていると答弁があ

りました。 
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 ２番目に、起債の現状について説明、質疑を行いました。 

 杉山係長から説明がありました。令和３年３月末現在の起債の現在高について説明が

あり、公共事業等債では、県営事業負担金補助残分などに９億３,８００万円。防災・

減災・国土強靱化緊急対策事業債では、芹川ダムなどに８,１００万円。災害復旧事業

債では、入谷・四手町道の災害復旧などに３,３００万円。教育福祉施設等整備事業債

では、認定こども園の建設、芹川ダム承水路事業などに６億３,９００万円。一般単独

事業債では、スマートインターチェンジ事業、消防車の購入、町道整備事業などに９億

６,８００万円。その他の地方債では、減収・減税補てん債、臨時財政対策債などに２

５億８,０００万円となり、地方債の合計額は５２億４,０００万円となっていると説明

がありました。 

 質疑応答に入りました。 

 委員から、今後の臨時財政対策債の方向性はとの質疑に対し、国の方では来年度から

対策債を減らしていく方針です。全国町村会においては、臨時財政対策債はやめるよう

に国へ要望しております。ゼロにはならない方向ですけれども、少なくはしていくとい

う方針は出ていますと答弁がありました。 

 また、委員から、大型公共事業については、少しずつ見直しが必要ではないかとの質

疑に対し、これまで小森池線、久徳中川原線などを整備し、住宅団地ができ、大きな投

資が効果的な投資であったと思っている。これからは１０年先を考えて取り組んでいか

なければならないと思いますと答弁がありました。 

 また、委員から、減収補てん債が認められた税はとの質疑に対し、平成１４年度は個

人住民税、法人税、１５年度から１８年度は個人住民税、法人税、特別土地保有税です

と答弁がありました。 

 ３番目に、基金について説明、質疑を行いました。 

 古川係長から説明がありました。令和３年３月末現在の基金の現在高について説明が

あり、不慮の災害対策や年度間の財政調整に財政調整基金として１２億８,０００万円。

起債の繰上償還などに、減債基金として６,０００万円。土地改良事業などに、ふるさ

と水と土の保全基金として３,２００万円。土地開発基金として４,３００万円で、保有

土地は１６万５,０００㎡。ふるさと納税の積立金がまちづくり基金として２,０００万

円。小中学校の安全用品、子どもの医療費無償化、乳幼児用品対策に社会福祉基金とし

て１億円。公共施設の更新事業に、公共施設等維持管理基金として１億１,８００万円

となり、基金の合計額は１６億５,３００万円となっていると説明がありました。 

 質疑応答に入りました。 

 委員から、社会福祉基金の本年度の取崩し額はとの質疑に対し、２,３００万円です

と答弁がありました。 

 また、委員から、まちづくり基金でふるさと納税が増えた返礼品はとの質疑に対し、

キリンビール株式会社のビールや午後の紅茶や生茶ですと答弁がありました。 
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 ４番目に、財産区の運営について説明、質疑を行いました。 

 石田課長から説明がありました。財産区は、町村合併の際に、旧町村が所有や管理し

ていた土地や財産を旧町村の地域で管理、処分するために設置された行政組織で、財産

区には議会を設けるところと管理会を置くところがある。多賀町には４つの財産区があ

る。多賀財産区は昭和３１年に発足し、旧多賀町の山林と多賀小学校の学校林の管理を

行っていて、管理会委員は５名である。大滝財産区は昭和３０年に発足し、旧大滝村の

山林と川相小学校の学校林の管理を行っていて、管理会委員は７名である。霊仙財産区

は昭和３０年に発足し、大字霊仙の山林の管理を行っていて、管理会委員は５名である。

大佐谷財産区は昭和３２年に発足し、大字大君ケ畑、佐目、南後谷の山林の管理を行っ

ていて、議会議員は６名であると説明がありました。 

 質疑応答を行いました。 

 委員から、財産区所有林の管理と活用について、どのように考えているかとの質疑に

対し、本来は合併前に旧の町や村が持っていたもので、解散されますと多賀町の名義と

なり、多賀町が管理しています。それをどう活用していくかは町長の判断になります。

木を切って植え替えて、下流域を含めて守っていくのは、温暖化の対策や災害の抑制も

含めて、それを進めていくことに声を大きくしていかなければならないと感じています

と答弁がありました。 

 ５番目に、防災無線について説明、質疑を行いました。 

 杉山係長から説明がありました。現在、防災無線設備の導入について検討を行ってい

る。６０メガヘルツ帯専用波によるものが２種類、２６０メガヘルツ帯専用波によるも

のが１種類、ＦＭラジオ波を活用したものが１種類、２８０メガヘルツ帯一般波による

ものが１種類の５種類について検討をしている。情報伝達の連携が多く、使い勝手も良

く、音質も良好であるが、整備と維持費用が高額であるもの、設備費用が安価で電波の

到達範囲が広いが、音質に課題があるもの、簡易な情報だけが通信可能なものなど多種

多様であるため、機種の決定には相当の時間がかかる。先進地事例や専門家の意見を参

考に、議会と連携しながら決定していきたいと考えていると説明がありました。  

 質疑応答に入りました。 

 委員から、防災無線について、今後どのように進めていくのかとの質疑に対し、ここ

数年、大型事業を先行していかなければならないため、それが終了後、防災無線につい

て着手していかなければならない。現在は研究する期間であるということで調査をして

いると答弁がありました。 

 また、委員から、現在の火災情報のメール配信は有料か。ＳＮＳのＬＩＮＥなど、い

ろいろな無料アプリがあるが、その活用は検討されているのかとの質疑に対し、現在の

総合情報配信システムは、年間１２万円の維持費を支払っている。町の情報は、エリア

メールということで、町内におられる方に強制的に情報が入るようなシステムになって

いるので、緊急情報はそれで入ります。ＬＩＮＥやツイッターについては、どのような
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連携ができるか確認しますと答弁がありました。 

 以上で、総務課所管に関する事務調査は終了いたしました。 

 以上をもって、閉会中における総務常任委員会の調査結果報告を終わります。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第６ 「産業建設常任委員長報告」を行います。 

 閉会中における継続調査の結果について、報告を求めます。 

 ６番、菅森照雄産業建設常任委員長。 

〔産業建設常任委員長 菅森照雄君 登壇〕 

○産業建設常任委員長（菅森照雄君） 閉会中における産業建設常任委員会の調査結果を、

会議規則第７７条の規定により、報告いたします。 

 １１月２日、役場３階委員会室において、委員全員と議長、町長、副町長、担当課長、

担当者出席の下、企画課所管事業、キラリとひかるまちづくり活動支援交付金、近江鉄

道線再生の今後の方向性についての調査を行いました。 

 キラリとひかるまちづくり活動支援交付金について、課長から、令和３年度より、従

前の特別交付金から、自治会における早急に解決すべき課題への対応や、地域を活性化

するため実施する独自の事業に対し支援する特別提案交付金に変更され、本年度より１

０集落から申請があり、多賀区では一般社団法人の設立、一ノ瀬区では桜の植樹による

名所地を目指す、敏満寺区では古文書、古絵図のデジタルアーカイブの構築、八重練区

では除雪機の購入、木曽区では景観作物の作付と養蜂、川相区では夏祭り会場の整備、

神田自治会では行事等用の備品の購入、一円区ではバックホウを購入しての環境整備、

佐目区では歴史遺産の再興と整備、南後谷区では融雪設備の拡充などで、審査は企画課

職員３名以上、選定に関する審査基準は、適格性、効果および成果、具体性、公益性、

新規性、持続性、妥当性、発展性の８項目を設け、客観的に、総合的に評価。採点基準

は１から５点評価で、各審査員の合計点を平均して求め、多賀、敏満寺、佐目区の３集

落が採択されました。このたびの計画で採択されなかった自治会には一般交付金、コミ

ュニティ助成事業、山村辺地等活性化事業助成金の活用を検討していただくよう連絡を

行ったとの説明がありました。 

 主な質疑応答では、多賀区の法人化について、これから実行委員会の発足、区民への

説明とあるが、区民全員の同意が得られるのかに対し、当初は認可地縁団体を予定され

ていたが、区民全員から同意を得るのは難しいことから、一般社団法人を立ち上げる方

向と聞いている。 

 また、法人化する理由はに対し、自治会の財産の中に個人名義になっているものがあ

る。相続で問題が生じる可能性があり、法人組織で管理することにより、確実な管理が
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できる。 

 また、同意が得られない場合はに対し、３年間の計画であり、最終的に３年後までに

は法人化されると判断している。 

 また、認可地縁団体と一般社団法人の違いはに対し、認可地縁団体は地域に居住され

ている子どもを含む区民全員の賛成が必要。一般社団法人は制限がなく法人化できると

の答弁がありました。 

 また、敏満寺の歴史遺産などは胡宮神社のものかに対し、自治会で所有している古文

書、古絵図をデジタルデータとして残していくもの。 

 また、小さい集落では人も少なく、若い人がいない。年寄りばかりで制度的にハード

ルが高い。 

 また、事業内容を理解されておらず、もう少し分かりやすい事業説明が必要ではない

かに対し、今年度に採択された事業を参考事例として案内する。 

 また、一字３年間で１００万円となっているが、３分割かに対し、実績に応じ交付す

る。 

 また、今年度に採択され、来年度も申請できるのかに対し、新たな計画を申請される

可能性はあるとの答弁がありました。 

 質疑を終了し、次に、近江鉄道再生の今後の方向性について。 

 現在、本線（米原駅から貴生川駅間）４７.７㎞、多賀線（高宮駅から多賀大社前

駅）２.５㎞、八日市線（近江八幡駅から八日市駅）９.３㎞、総延長５９.５㎞、駅舎

３３か所で、広域的な幹線交通として、沿線住民の生活に欠かせない公共交通機関の役

割を担っている。 

 経営状況は、鉄道事業は赤字経営で、施設の老朽化による設備投資の増加、人口減少

に伴う利用者の減少により赤字改善が見込めない状況であり、平成３０年１２月から令

和元年７月に存廃を含めた方向性を検討。存続では公有民営方式、廃止ではバス輸送な

ど、代替方式など議論され、存続が必要との結論に至り、令和元年１１月、近江鉄道沿

線地域公共交通再生協議会が設立され、令和６年度より上下分離、列車の運行と線路、

電路、車両等の保有管理を分離、令和４年度より施設管理団体の設立準備。第２種事業

者は近江鉄道株式会社、第３種事業者、鉄道管理機構は沿線市町と県で構成、財政面で

は設備投資、維持管理、固定資産税、施設管理団体運営費に対する財政負担が発生する。  

 令和２年度近江鉄道線事業の営業収益は８億円、営業費用は１６億１,０００万円、

８億１,０００万円の赤字。令和４年度の概算要望では、事業費と運営費で６億８,００

０万６,０００円、多賀町の負担割合は１.３１％で、令和４年度財政支援見込みは、法

定協議会事業費８７５万円、施設管理団体運営費３２万円となる。 

 多賀町の取組として、利用状況は、自家用車での移動の依存度が高く、近江鉄道利用

への転換が難しい。多賀線の年間利用者は３万２,０００人で、通学・通勤定期購入者

は６割で、ほとんどの利用者はスクリーン駅の利用者で、ほか４割の多くは観光客の利
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用と見込まれる。今後、絵馬通りの始点、終点、多賀大社前駅から多賀大社の間の活用

と近江鉄道の利用促進を絵馬通りの活性化を考える会と地域の方で検討を進めるとの説

明がありました。 

 主な質疑答弁では、町の事業費負担割合は、以前の説明では１.３１％の負担と聞い

ていたが、変わっていないのかに対し、変更はない。 

 また、固定資産税が沿線５市５町から鉄道管理機構に入り、また戻っているがに対し、

今まで近江鉄道が納税義務者で、近江鉄道が保有している資産全て沿線市町に譲渡され

た場合、鉄道管理機構が納税義務者になるためとの答弁がありました。 

 また、今まで多賀町に納税されている固定資産税はに対し、多くは償却資産で二、三

百万円程度。 

 また、駅前周辺の整備、利用計画を考える必要があると考えているが、どのように考

えているのかに対し、多賀大社前駅周辺に拠点づくりをしなくてはならない考えは持っ

ているが、具体的な計画は定まっていないが、検討する。 

 また、以前、絵馬通りの活性化について、かぎ楼さんから多賀大社までの区間と言わ

れていたが、基本は駅から歩いてもらうことと思う。駅前をどうするか構想を示すべき

ではに対し、原点に立ち返り、多賀大社前駅から多賀大社までの議論を進めていきたい。 

 また、多賀区には３つの団体があると聞いている。意見が集約されているのかに対し、

絵馬通りの活性化を考える会があり、構成団体は多賀区、門前町共栄会、多賀観光協会、

商工会、多賀大社、杜ノ実、役場各部局で共有しているとの答弁がありました。 

 以上で質疑を終了し、委員会を閉会しました。 

 以上で、閉会中における産業建設常任委員会の調査結果報告を終わります。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 議場の時計で１０時３０分までとします。 

（午前１０時１６分 休憩） 

                                        

（午前１０時３０分 再開） 

○議長（竹内薫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第７ 「同意第７２号 多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて」および日程第８ 「同意第７３号 多賀町固定資産評価審査委員

会委員の選任につき同意を求めることについて」は、いずれも多賀町固定資産評価審査

委員会委員の選任についてでありますので、一括議題とします。 

 ２案について、提案者の説明を求めます。 

 久保町長。 
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〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 「同意第７２号 多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

き同意を求めることについて」、ご説明申し上げます。 

 固定資産評価審査委員会の委員は、固定資産課税台帳に登録をされた価格に関する不

服を審査決定するために、町内の住民で町税の納税義務がある者または学識経験を有す

る者のうちから議会の同意を得て選任することとなっております。 

 このたび、平成２１年１２月１５日から固定資産評価審査委員会の委員としてご尽力

いただいております竹内幸雄氏の任期が令和３年１２月１４日をもって満了することと

なります。同氏は人格が高潔で、地方自治の本旨と行政に関して優れた識見をお持ちで

あり、適任者と考え、引き続き選任したく、地方税法第４２３条第３項の規定により、

議会の同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、「同意第７３号 多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意

を求めることについて」、ご説明申し上げます。 

 この案件につきましても、固定資産評価審査委員会の委員を選任するに当たって、議

会の同意をお願いするものでございます。 

 このたび、平成２２年２月２５日から固定資産評価審査委員会の委員としてご尽力い

ただいております坂上定男氏の任期が令和４年２月２４日をもって満了することとなり

ますが、同氏の意思を尊重して、今期限りで退任していただくこととしました。これま

で４期１２年の長きにわたり、熱意をもってご尽力を賜りました功績に対しまして、深

く感謝の意を申し上げる次第でございます。なお、後任者として、人格が高潔で、地方

自治の本旨と行政に関して優れた識見をお持ちの前田拓馬氏を適任者と考え、選任した

く、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（竹内薫君） これより２案について質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより、「同意第７２号 多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 本案に対する採決を行います。 

 「同意第７２号 多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について」は、同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、同意第７２号は同意することに決定

しました。 
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 次に、「同意第７３号 多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 本案に対する採決を行います。 

 「同意第７３号 多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について」は、同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、同意第７３号は同意することに決定

しました。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第９ 「議案第７４号 デジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について」を議題と

します。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 石田総務課長。 

〔総務課長 石田年幸君 登壇〕 

○総務課長（石田年幸君） 「議案第７４号 デジタル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について」、ご説明を申

し上げます。 

 この条例改正につきましては、令和３年５月１９日公布のデジタル社会の形成を図る

ための関係法令の整備に関する法律の施行、令和３年９月１日ですが、に伴い、引用し

ております２つの多賀町関係条例を改正する必要が生じたものが主な理由でございます。  

 第１条の多賀町個人情報保護条例につきましては、法律第１９条において新たに特定

個人情報を提供できる場合を１号追加されたことにより、引用している号ずれを改正す

るもので、条例第１９条第７号を第８号に、同条第８号を第９号に改めるものでござい

ます。また今回の改正に併せて、第２６条第２項中「行政不服審査法」の次に「（平成

２６年法律第６８号）」を加えるものでございます。 

 続きまして、第２条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例につきまし

ても、さきと同様に、法律において新たに１号追加されたことによる号ずれを改正する

もので、条例第１条および第５条１項中の第１９条第９号を第１９条第１１号に改め、

併せて、別表第３中の「多賀町育英事業奨学規則（平成１３年多賀町教育委員会規則第

８号）第６条」の括弧書き以降を「（平成２９年多賀町規則第１５号）第４条」に、ま

た、法律第２４号を条例第２４号にそれぞれ改めるものでございます。 

 付則では、この条例は公布の日から施行するとしております。 
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 以上、説明とさせていただきますので、ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 本案に対する採決を行います。 

 「議案第７４号 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例について」は、原案のとおり決定することに賛成

の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第７４号は原案のとおり可決さ

れました。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１０ 「議案第７５号 多賀町国民健康保険条例の一部を改

正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 岡田税務住民課長。 

〔税務住民課長 岡田伊久人君 登壇〕 

○税務住民課長（岡田伊久人君） 「議案第７５号 多賀町国民健康保険条例の一部を改

正する条例について」、ご説明いたします。 

 健康保険法施行令の一部を改正する政令が令和３年８月４日に公布され、令和４年１

月１日から施行されることに伴い、多賀町国民健康保険条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 改正内容は、出産育児一時金の支給額について、産科医療補償制度の掛金の見直しを

踏まえ、現行の４０万４,０００円から４０万８,０００円に引き上げるための改正を行

うものでございます。 

 議案書５ページをお願いいたします。 

 条例第８条第１項におきまして、産科医療補償制度の掛金が１万６,０００円から１

万２,０００円に引き下げられ、産科医療補償制度の対象の場合は、掛金を加算した金

額を支給しており、出産一時金等の支給総額の４２万円を維持するため、出産一時金の

額を４０万４,０００円から４０万８,０００円に改正するものでございます。 

 付則で、施行期日を令和４年１月１日からとするものでございます。 

 多賀町国民健康保険条例の一部を改正する条例についての説明は以上でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第７５号につきましては、会議規則第３９条第１項の規定により、

総務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７５号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１１ 「議案第７６号 多賀町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 岡田税務住民課長。 

〔税務住民課長 岡田伊久人君 登壇〕 

○税務住民課長（岡田伊久人君） 「議案第７６号 多賀町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例について」、ご説明いたします。 

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が

令和３年６月１１日に、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が令和３年９月１０日

に公布され、令和４年４月１日から施行されることに伴い、多賀町国民健康保険税条例

の一部を改正するものでございます。 

 改正内容としましては、令和４年４月１日より、未就学児に係る国民健康保険税の均

等割額の５割を軽減するものでございます。 

 議案書６ページをお願いいたします。 

 まず、第３条では、見出しの規定を明確化により文言の追加、修正し、第５条、第５

条の２におきましても同様に文言の追加を行うものでございます。また、第５条の２で

は、今回、第２３条第２項の追加を行うことから改正するものでございます。 

 第８条は、規定整備のための文言修正を行い、第１３条は、法律改正に伴い改正をい

たします。 

 第２３条は、法律の改正に伴い修正し、第２３条に第２項を追加し、未就学児までの

均等割額を減額する規定を設けるものでございます。 

 第２３条の２は、法律改正に併せて改正を行い、付則２項、３項、４項および６項か

ら１３項までの規定中について、引用条項の改正を行うものでございます。  

 付則では、公布の日から施行し、減額に係る改正規定分につきましては、令和４年４

月１日から施行するものでございます。 

 多賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての説明は以上でございます。
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ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第７６号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７６号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１２ 「議案第７７号 令和３年度多賀町一般会計補正予算

（第６号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅副町長。 

〔副町長 小菅俊二君 登壇〕 

○副町長（小菅俊二君） 「議案第７７号 令和３年度多賀町一般会計補正予算（第６

号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

 今回お願いをいたします補正予算案は、９ページ、第１条にありますように、既定の

歳入歳出予算の総額に１億４,１４４万８,０００円を追加し、結果、歳入歳出それぞれ

５２億８,８６３万３,０００円とするものでございます。 

 補正の主な内容でございますが、９月の補正予算以降、新たな行政需要に対応してい

くためのものと、大きな補正予算規模となっています要因としましては、主に認定こど

も園の建設地造成事業費や新型コロナウイルスワクチンの３回目接種費用を計上してい

ることによるものでございます。 

 また、第２条では、１３ページの第２表、地方債補正でございます。認定こども園の

整備事業債でありまして、交付税措置のある長時部、いわゆる保育園整備に係る造成事

業費を按分した一般財源化分を借り入れる起債でありまして、１,４６０万円を増額し

全体限度額を定めたものでございます。 

 それでは、１６ページの歳入から主なもののみご説明申し上げます。 

 ５０款の国庫支出金でございますが、障害者自立支援費の追加に伴う負担金６７０万

円や新型コロナウイルスワクチンの接種対策費の負担金と補助金合わせて３,３４２万

９,０００円などで、総額にして４,４６７万６,０００円の受入れでございます。 

 ５５款県支出金では、国庫支出金と同様の事業での県負担分と認定こども園の内装木

質化のための整備補助金として、事業費の３分の２相当額１６６万７,０００円など、

合わせて６０６万６,０００円を受け入れるものでございます。 

 次のページ、６５款寄附金は、昨今の寄付状況から、ふるさと納税額を１,０００万
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円増額するものでございます。 

 ７５款繰越金は、今回の補正の財源として５,６６６万２,０００円を充当しているも

のでございます。 

 ８０款諸収入では、大字久徳が除雪機や草刈り機を整備するためのコミュニティ助成

事業が採択され、一般財団法人自治総合センターから２００万円を受け入れ、スマート

インターチェンジ上り線側の遺跡発掘調査費４２８万２,０００円、あるいは後期高齢

者医療広域連合から前年度の精算などにより町負担金２９４万２,０００円の返済額を

それぞれ受け入れるものでございます。総額では９４４万４,０００円の補正でござい

ます。 

 ８５款町債につきましては、第２表のところのとおり１,４６０万円を追加計上して

おります。 

 続きまして、１９ページからの歳出についてご説明申し上げたいと思います。 

 まず１０款の総務費でございますが、ふるさと納税者の増加が予測されることから、

返礼品の経費の追加として６２７万９,０００円や、庁舎内各執務室や駅コニュニティ

ハウスの空調設備の更新事業、またコミュニティ助成事業費の追加など、総務費総額で

１,６５２万９,０００円をお願いするものでございます。 

 次のページの民生費ですが、障害者自立支援介護給付費の追加に１,３４０万円や、

１０項の児童福祉費では、杉の子クラブなどの障がい児の通所施設利用給付費に３２０

万円の追加をし、認定こども園建設費では、建設敷地の造成事業費や内装木質化による

材料調達経費、また、放課後児童クラブの建設費では、鋼材の値上がり分や埋設物の除

去経費など、当初時に想定できなかった経費が生じたための追加費用をお願いするもの

でございます。民生費総額では６,６６６万２,０００円の追加計上を行っております。 

 ２０款衛生費では、主とするものは次のページにありますように、３回目の新型コロ

ナウイルスワクチンの接種費用でございまして３,３４２万９,０００円を計上しており

まして、衛生費総額では３,７４２万２,０００円の補正額となっております。 

 ２５款の農林水産業費では、農業集落排水事業特別会計への繰出金の減額でありまし

て、定期人事異動による人件費の調整で７４２万２,０００円を減額しております。 

 また、次のページでは、コロナウイルス感染症の拡大でまん延防止等重点措置や緊急

事態宣言措置が取られ、施設利用の影響を受けた高取山ふれあい公園の経営支援金とし

て１６０万円を計上しております。 

 ３０款商工費では、住宅リフォーム４件分の補助金の追加でございます。また、コロ

ナ禍で影響を受けた観光協会への助成金として２００万円をお願いするものでございま

す。 

 ３５款の土木費では、人件費の調整や地図情報システム構築予算は、入札差金を減額

したものでございます。 

 ４０款消防費は、衛生電話の更新経費と防災備品は、地域創生臨時交付金事業を調整
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したものでございます。 

 次のページ、４５款の教育費では、令和２年度のコロナウイルス感染症対策費の精算

による返還金や、各学校の管理費でそれぞれ光熱水費の追加とコロナウイルス感染症防

止対策費を計上し、特に中学校費では、来春入学生のための机や椅子の整備費を計上し

ております。 

 ２５項社会教育費では、スマートインターチェンジ上り線に連結する道路敷地となる

彦根市犬上郡営林組合の土地について、遺跡調査をする必要があることから４２８万２,

０００円を計上しているほか、多賀の自然、歴史、文化を伝えるビジュアルブックの増

版経費に１２５万５,０００円をお願いし、次のページ、あけぼのパーク多賀では雨漏

れ箇所の修繕設計費を計上し、少額ではありますが、アケボノゾウ化石が国の天然記念

物指定を受けることによる啓発用懸垂幕費を計上し、これら教育費総額で１,０５９万

９,０００円をお願いするものでございます。 

 ６０款諸支出金では、ふるさと納税額を一旦まちづくり基金に１,０００万円積み立

てるものでございます。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第７７号につきましては、議長を除く１１人の委員で構成する予

算特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７７号は、１１人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに

付託して審査することに決定しました。 

 お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第７条第４項の規定により、お手元の名簿のとおり指名したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、予算特別委員会の委員はお手元の名簿のとおり選任することに決定しました。 

 暫時休憩をします。 

 この間に、予算特別委員会において、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長

および副委員長の互選をお願いいたします。なお、その結果を議長まで報告願います。 

 再開は議場の時計で１１時５分とします。 

（午前１０時５９分 休憩） 
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（午前１１時０５分 再開） 

○議長（竹内薫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま、予算特別委員会の委員長および副委員長の報告がありましたので、発表い

たします。 

 委員長に６番、菅森照雄議員、副委員長に５番、松居亘議員が選出されました。 

 なお、予算特別委員会は、別紙の日程表により審査いただき、その経過と結果を議長

まで報告願います。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１３ 「議案第７８号 令和３年度多賀町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 岡田税務住民課長。 

〔税務住民課長 岡田伊久人君 登壇〕 

○税務住民課長（岡田伊久人君） 「議案第７８号 令和３年度多賀町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

 それでは、議案書２９ページをお願いいたします。 

 今回お願いいたします補正は、保険給付費の増に伴う県の交付金の追加、またシステ

ム改修および傷病手当金等を追加するため補正するものでございます。第１条に記載の

とおり、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ８,５１５万円を追加し、歳入歳

出それぞれ８億６,９６７万５,０００円とするものでございます。 

 それでは、事項別明細書３４ページの歳入からご説明申し上げます。 

 ２５款５項１０目保険給付費等交付金（普通交付金）は、保険給付費の増加に伴い７ ,

９３０万円を追加し、保険給付費等交付金（特別交付金）３６７万９,０００円は、子

どもの均等割減額措置に伴うシステム改修費２６４万円と傷病手当金支給に伴う１０３

万９,０００円を受け入れるものでございます。 

 県繰入金および４０款５目その他一般会計繰入金１４１万２,０００円は、財源振替

を行うものでございます。 

 次に、４５款５項繰越金は、前年度繰越金１２０万円を計上するものでございます。  

 続きまして、歳出をご説明させていただきます。 

 ５款総務費、５目一般管理費は、職員手当等と令和４年４月１日から適用される子ど

もの均等割額の減額措置に係るシステム改修経費として２６４万円を追加するものでご

ざいます。 

 １０款保険給付費、５項療養諸費、５目一般分療養給付費４,５３０万円は、療養費

の増加から追加し、１０項高額療養費、５目一般分高額療養費３,４００万円は、限度

額を超えた場合、その超えた額を給付するもので、医療費の増加に伴い追加するもので
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ございます。 

 ３６ページの５目傷病手当金１０３万９,０００円は、新型コロナウイルス感染症に

伴う傷病手当を支給するため計上するものでございます。同じく傷病見舞金５０万円を

計上するものです。当初支給対象期間は令和３年３月３１日としておりましたが、期限

の延長により令和４年３月３１日までとしたため、補正をお願いするものでございます。 

 次に、２２款５項医療給付費分、１０項後期高齢者支援金等分、１５項介護納付金分

の１４１万２,０００円は、県補助金への振替に伴うものでございます。 

 ３５款１５目保険税還付金で、過年度分の還付金が発生したため７０万円の追加をお

願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第７８号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７８号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１４ 「議案第７９号 令和３年度多賀町農業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 藤本地域整備課長。 

〔地域整備課長 藤本一之君 登壇〕 

○地域整備課長（藤本一之君） 「議案第７９号 令和３年度多賀町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第１号）について」、ご説明を申し上げます。 

 議案書は３８ページをお願いいたします。 

 今回お願いする補正予算は、人事異動による人件費の減額ならびに農業集落排水施設

の修繕費用の不足を補うもので、第１条記載のとおり、既定の歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ７４２万２,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ６,２０８万５,０

００円とするものでございます。 

 それでは、補正予算事項別明細書にて、ご説明を申し上げます。議案書４４ページを

お願いいたします。 

 歳出では、５款総務費、５項５目一般管理費におきまして、人事異動による担当職員

１名の減員に伴い、給料、職員手当、共済費について８００万円の減額とし、１０款事

業費、５項５目農業集落排水事業費では、経年劣化により可動不良となった真空弁のオ
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ーバーホールに要する修繕料としまして５７万８,０００円の増額とし、歳出合計７４

２万２,０００円の減額とするものでございます。 

 また、議案書４３ページの歳入では、２０款繰入金、５項５目一般会計繰入金におき

まして、歳出予算の減額分となる７４２万２,０００円を減額するものでございます。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 本案に対する採決を行います。 

 「議案第７９号 令和３年度多賀町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第７９号は原案のとおり可決さ

れました。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１５ 「請願第３号 コロナ禍による米価下落の対策を求め

る請願」を議題とします。 

 本請願については、紹介議員の山口久男議員より、請願趣旨の説明を求めます。  

 １０番、山口久男議員。 

〔紹介議員 山口久男君 登壇〕 

○１０番（山口久男君） 「請願第３号 コロナ禍による米価下落の対策を求める請願」

について、紹介議員を代表し、趣旨説明を行います。 

 新型コロナウイルスの感染拡大による需要の減少で、２０２０年産米の過大な流通在

庫が発生しました。しかし、政府の打ち出した３６万ｔの上乗せ減反をほぼ達成したに

もかかわらず、２０２１年産米の市場価格は大暴落しました。コロナ禍の需要減少によ

る過剰在庫分は、国が責任を持って市場隔離すべきであり、その責任を生産者、流通業

者に押しつけることは許されません。政府による緊急買入れなど、特別な隔離対策が絶

対に必要です。 

 政府は、市場隔離と同等の効果を持つ対策として、米穀周年供給・需要拡大支援事業

の２０年産米３７万ｔの中から１５万ｔを特別枠として支援するとしています。しかし、

仮に１５万ｔの販売が２０２２年１１月以降に先送りされたとしても、古古米として安

い主食用米が市場に出回ることになります。 
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 同時に、国内需給には必要がないミニマム・アクセス輸入米は、毎年７７万ｔも輸入

されています。国内消費量はミニマム・アクセス米輸入開始以来のこの２６年間で４分

の３に減少したにもかかわらず、一切見直されていません。せめてバター、脱脂粉乳並

みに不要なミニマム・アクセス米の輸入数量を調整するなど、国内産米を優先すること

が必要です。 

 全国各地で取り組まれている食料支援には、収入減で１日１食に切り詰めるなど、食

べたくても食べられない方が多数訪れ、米をはじめとする食料配布が歓迎されています。

買い入れた米を政府の責任で困窮する国民に提供することが今こそ求められています。

コロナ禍というかって経験したことのない危機的事態の中で、農業者の経営と地域経済

を守るためには、従来の政策的枠組みにとらわれない対策が求められています。  

 以上の趣旨から下記事項について、意見書を政府関係機関に提出することを求めるも

のです。 

 請願事項１、コロナ禍の需要減少による過剰在庫を政府が緊急に買い入れ、米の需給

環境を改善し、米価下落に歯止めをかけること。 

 ２、政府が買い上げた米をコロナ禍などによる生活困難者、学生などへの食料支援で

活用すること。 

 ３、国内消費に必要のない外国産米、いわゆるミニマム・アクセス米の輸入を中止す

るか、少なくとも当面、国産米の需給状況に応じた輸入数量調整を実施することです。 

 この件につきましては、既に９月議会におきまして、近隣市町では彦根市議会や甲良

町議会で同趣旨の請願が採択され、既に意見書が提出されておることを申し上げます。  

 以上をもちまして、請願の趣旨説明といたします。議員各位の賛同をお願い申し上げ

ます。 

○議長（竹内薫君） 請願第３号については、会議規則第９２条第１項の規定により、産

業建設常任委員会に付託することとします。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１６ 「請願第４号 多賀６３４番地旧遠藤邸の跡地利用に

関する請願書」を議題とします。 

 本請願について、紹介議員の川添武史議員より、請願趣旨の説明を求めます。 

 ９番、川添武史議員。 

〔紹介議員 川添武史君 登壇〕 

○９番（川添武史君） 「請願第４号 多賀６３４番地旧遠藤邸の跡地利用に関する請願

書」の趣旨説明を行います。 

 多賀区長（絵馬通りの活性化を考える会委員長）大谷重温氏から、請願についてあり

ました。この土地は、皆さんもご存じのとおり、お父さん、お母さんが亡くなり、相続

人の息子さんも亡くなられた後は、建物の老朽化が著しく、また、敷地内の樹木、草木

の繁茂のなどで、区民、隣接小字の力では、多賀区の基本方針である地域住民の安心安
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全なまちづくりが確保できないとして、令和元年に当時の区長、窪田敏彦氏が議会に対

して、旧遠藤邸の建物解体と跡地の整備に関する請願書を出されました。 

 請願の事項は、建物を解体、撤去して更地にして整備する。敷地東側通り（町道多賀

本町向山線）を救急車、消防車が通行できる道幅に確保するというものでありました。

議員各位の賛同を頂き、令和２年度から財産管理人が選任され、ようやく３年６月に整

地が完了いたしました。 

 行政と絵馬通りの活性化を考える会では、跡地の利活用について、いろいろ議論され

てきて、宅地を３筆に分割、２区画を宅地にして販売、１区画は多賀区が所有する案が

出されました。 

 しかし、整地後、多賀区、多賀大社、商工会、観光協会、門前町協議会など、何回と

なく協議をされ、全てを多賀区が取得し、災害時の緊急避難場所、防災活動の拠点とし

て、平時は国指定登録文化財かぎ楼、かめやをはじめ、今申請を検討されている千成亭

伽羅多賀店、あさひや、石田家住宅の隣接地でもあり、観光客の駐車場、滞留拠点、休

憩所、トイレ、またイベントの開催場所としての活用が大きく期待されるとしての請願

であります。令和元年度の請願にありました解体費用の全ては多賀区が支払う決意をさ

れております。 

 仮に宅地の売買で利益が出ても、多賀町には何の恩恵もありません。残りは全て国庫

に入金されるだけです。 

 駅前の開発も、国道８号バイパス決定後でないと分かりません。土日の歩行者天国は、

一気に伊勢神宮のおかげ横丁までのにぎわいまではいきません。今、うなぎ屋さん、コ

ッペパン屋さんなど、順次開店をされています。順次、駅前までのにぎわいを取り戻す

ために、多賀区をはじめ、みんな頑張っておられます。 

 多賀区民ならびに協力団体の嘆願でもあります。議員各位の賢明なるご判断をお願い

し、趣旨説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（竹内薫君） 請願第４号につきましては、会議規則第９２条第１項の規定により、

産業建設常任委員会に付託することとします。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第１７ 「陳情第２号 超高齢社会にチャレンジするシルバー

人材センターの決意と支援の要望」を議題にします。 

 職員より、陳情書の朗読を行います。 

（朗 読） 

○議長（竹内薫君） お諮りします。陳情第２号については、会議規則第９２条第１項の

規定により、総務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、陳情第２号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 
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○議長（竹内薫君） これで本日の議事日程は全て終了しました。 

 明日からの日程につきましては、別紙の会期日程表のとおり進めていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 なお、再開は１２月６日午前９時３０分とし、一般質問を行います。 

 長時間にわたりご審議いただき、誠にありがとうございました。 

 本日はこれで散会します。 

（午前１１時３２分 散会） 
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